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昭和57年7月長崎豪雨による都市水害の復旧調査

高橋　和雄＊・伊勢田　哲也＊

吉次　俊博＊＊

Investigations　on　Damage　and　Restoration　of　Urban　Flood
　Disaster　by　Nagasaki　Heavy　Rain　Fall　in　23　July　1982

by

Kazuo　TAKAHASHI＊，　Tetsuya　ISEDA＊and　Toshihiro　YOSHITSUGU＊＊

　The　heavy　fall　which　swept　over　Nagasaki　district　in　Juiy　231982　damaged　so　serious豆y　to　Nagasaki　city．

The　central　part　of　Nagasaki　city　submerged　about　two　mbters　in　depth　by　the　flash　flood　and　the　land－

slides　took　place　at　many　places　in　the　suburbs。

　The　urban　flood　damage　was　serious：the　roads　were　broken　by　landslides，lifelines　such　as　waster　sup－

ply，electric　power　and　coal　gas　supply　and　facility　for　communication　were　broken，the　elecric　power　plant

and　air　conditioning　system　of　modern　building　were　submerged．

　In　the　present　paper，　damage　restoration　of　urban　flood　damage　and　new　disaster　preventions　are　re－

ported．

1．まえがき

　昭和57年7月長崎豪雨災害は，現代都市型水害とも

呼ばれて高度に分業化された現代の都市のもろさが浮

き彫りにされた1）．道路・路面電車・路線バス・自動

車などの交通施設，電気・都市ガス・土水道といった

ライウライン被害，通信施設，近代ビルの地下動力施

設（電力，冷暖房，その他の施設）などが甚大な被害

を受けた．水害の場合，社会経済の動向，土地利用の

変遷，住民の生活様式などによってその形態が著しく

異なってくる．旺盛な都市開発による土地利用形態の

急変が新型の都市水害を引き起こしているのは周知の

とおりである．われわれはその典型例を，長崎水害に

おいて経験した．高度に土地利用の進んだ現代都市が

水害を受けたのは，長崎の例が最初である．水害から

4年経過した現在，被害を受けた都市施設はほぼ復旧

している．都市施設の復旧においては，現状復旧に留

まるものではない．水害を教訓とした防災意識の高場

によって，新たな防災対策が導入されたはずである．

長崎水害後の復旧において，各機関で導入された新し

い防災対策を調査しておくことは都市の水防災に対す

る防災力向上を計るうえで重要である。これまでの都

市災害の調査は水害後数ケ月の都市機能回復までの応

急復旧を対象としているものが多い．これらについて

は数多くの報告書に詳細に報告されている．しかし，

完全復旧まで扱った研究は少ない。以上の観点から、

本論文は災害直後から継続している長崎水害の復旧1）

を調査し，新しく導入された防災対策を明らかにする

ものである．

2．交通施設及び交通機関

（a）道路

　長崎水害の当時および復旧時においても，あいうと

昭和61年9月30日受理

＊土木工学科（Department　of　Civil　Engineering）

＊＊アイサワエ業㈱岡山県岡山市（Aisawa　Kogyo　Co．，　LTD．，　Okayama－city，　Okayama）



40 昭和57年7月長崎豪雨による都市水害の復旧調査

なったのは長崎市の道路網であった．すなわち，災害

当日の交通マヒと復旧時の交通混乱と交通規制であ

る．長崎市街地へ向う道路は，地形的制約を大きく受

け，佐賀県，諌早市方面からの一般国道34号，同バイパ

ス，佐世保市方面からの一般国道202号，206号の4路線

である．市中央部から見れば，いずれも放射状の配置と

なっている．これらの国道を郊外で連結する外環状線

市内の通行をさばく内環状線はない．このために，国

道34号芒塚地区の路体流失，宿町地区の大規模斜面崩

壊の道路災害が長崎市に大きな打撃を与えた．すなわ

ち，8月20日に応急復旧するまでに約1ケ、月間の時間

を要した．この間，市内の交通混乱を避けるために，

他の2本の幹線道路，国道34号長崎バイパスおよび国

道206号に交通規制が実施された．これによって，長

崎市の観光，商用活動などが大きく影響を受けた．

　道路の復旧は，応急復旧ののちに，本復旧がはかられ

た2）．たとえば，長崎市にとって被害が甚大であった

国道34号の芒塚地区の盛土洗堀による流失箇所には，

盛土をさけて，土石流を避ける橋梁架設（3スパン，

プレテンション桁），斜面崩壊，土石流による埋没箇

所では，擁壁工，水抜き工，モルタル吹付，岩盤緑化

がはかれた2）．また，国道34号の日見トンネル内にラ

ジオ用アンテナを設置しトンネル内でもラジオによる

情報収集の便をはかれるようにした．国道34号の被害

は，長崎市内の交通の死活を左右する重要性をもって

いた．環状道路，バイパス，道路の車線数を増やす拡

幅化が進んでいたならば，復旧工事も効率的に進み，交

通規制も余裕があったはずである．都市化が進み，分

業をたてまえとする現在の都市社会が進展するほど，

道路網には質的に高い機能が要求される．これに応え

るためには幹線道路網の拡張，整備が必要である．

　「長崎防災都市構想策委員会」3）では，その答申に

おいて災害に強い基幹交通網の確立をうたい，特に現

在事業中，計画中の国道34号日見バイパスの建設，同

34号長崎バイパスの拡幅延伸，長崎外環状線，その他

の主要な道路等の早期完成に努めるほか，長崎の特性

を盛り込んだ防災都市ネットワークの計画的実現を図

るべきと提言した．

（b）路面電車

　路面電車は，長崎市中央部の中島川，浦上川下流域

の平地を営業領域としているために，これらの河川お

よびその支川の氾濫の影響を大きく受けた．車両45両

冠水（在籍68両），4つのうちの3変電所冠水および

信号設備が被害を受けた．特に中枢ともいうべき変電

所の冠水が電車の復旧にとって大きなダメージを与え

た．変電所の復旧がその後の運行体制をも支配するこ

表一1　変電所設備の防水対策

西町

変電所

出島

変電所

1．水の侵入部に，土のう積み上げ

2。側溝に仕切り蓋を設置し逆流を防ぐ

3．通信機，交換機などの電気機器を150cm程度をかさ上げ

4．鉄筋いりブロックを用い，ブロック崩壊を防ぐ

1．出入口を鋼製の扉に変更

2．仮復旧までで，本復旧については今後の検討課題

とになった．変電所の復旧に時間を要したために，車

両運行の回復が遅れた．改めて中枢である変電所の防

水対策の重要が認識された．表一1は変電所の防水対

策である．特に西町変電所は西町営業所内にあるため

に，この他に制御指令室，修理工場，機械設備等があ

る．付近にある岩屋橋は支川の岩屋川と浦上川の合流

点にあたる．水害時には支川から本川に水がはけずに，

岩屋橋から溢れた水が西町営業所を冠水させた．

そのために，水に弱い通信機，交換器を150cm程度か

さ上げした．営業所内の水の侵入部分には土のうの積

み上げ，ブロック壁のかさ上げなどの防水対策を採用

した．電気設備については，上層階へ移転など漸次し

ていくよう計画しそいる．

　軌道施設については，現在の土地利用の制限から，

高架または地下への軌道の移転は困難であり，原形復

旧に留まっている．そのために水害が発生した場合，

いかに乗客，車両を安全に避難，誘導させるかの対策

表一2　運行上の防災対策

1．水害時の車両の避難，留置場所の選定

2．車両の運転停止の判断基準

3．車両の運行係との連絡網の確立

に重点を置いている（表一2）．この他，設備，指令室，

信号設備などをできるかぎり，2階部分などの高いと

ころ設置するなどの対策を導入している．また，修理

の対応から，設備のメーカーを統一することも検討し

ている．

（c）路線バス

　自動車が多量に洪水に流されたことに比較して，大

量輸送機関である路線バスは，災害発生時に数多く運

行していたにもかかわらず，死者零という実積を残し

た．路線バスは，洪水に強い公共輸送機関として評価

された．しかし，豪雨による路面冠水および道路決壊

のために，著者らのアンケートによれば表一3および

4のように運行中の路線バスの75．5％が運行障害およ
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表一3　バスの運転を中止しましたか
（有回答数237）

隅一6　大雨警報の発令を災害発生前に知っていましたか

　　　　　　　　　　　　　　　　　（一回単数215）

1．中止した

2．中止しなかった

75．5％

24．5％

1．知っていた

2．知らなかった

22．3％

77．7％

二一4　運行中止の理由を教えて下さい
　　　　　　　　　　（有回答数177複数回答あり）

1．路面冠水のため

2．道路決壊のため

3．交通渋面あるいは放置自動車のため

4．営業所からの運行中止指令を受けとったため

5．周囲の状況から危険を感じたため

6．バスが浮いて流されたため

47．5％

27．1％

17．5％

6．2％

21．5％

0．6％

表一5　運行中止の決断は誰がしましたか

　　　　　　　　　　（有回答数176複数回答あり）

　次に，気象警報，災害情報の伝達について調べたと

ころ，三一6に示すように「大雨警報を知っていた」

運転手はわずか22．3％と非常に少ない．この値はマイ

カーのドライバーが27．1％知っていたのに比べても低

い5）．営業所の運行管理者（バス会社）の大雨警報に

対する関心の低さを如実に物語るものであった．災害

時のバスに「ラジオが装備されていた」18．1％に過ぎ

ない．このことからも，バスは情報収集が困難であっ

たことがうかがわれる．

　「運行中に異常な災害が発生していたことを知って

1．運転手本人の決断

2．運転手複数による相談

3．営業所（運行管理者）などからの指令

4．消防団員，警察官などからの指令

5．自治体（市町村）職員からの指令

6．乗客と相談

70．5％

11．9％

10．8％

9．7％

1．1％

0．6％

表一7　運行中に異常な災害が生じていたことをしつ

　　　ていましたか
　　　　　　　　　　　　　　　　　（有回答数191）

1．知っていた

2．知らなかった

17．3％

82．7％

び運行中止に追い込まれた．その中止の理由をみると

営業所からの運行中止指令はわずか6．2％ときわめて

少ない．専用の通信手段をもつタクシー，国鉄長崎本

線と異なって，路線バスは災害時にはマイカーと同様

に孤立してしまうことを証明している．したがって，

路線バスは災害および交通情報の収集，営業所との連

絡が困難であった．ここで注目すべきは，「周囲の状

況から危険を感じたため」21．5％で土地勘のある路線

バスの運転手ならではの判断といえよう．このように，

運転手の土地勘，プロ意識が災害から未然にのがれた

側面がある．このような観点から著者らは，バスの運

行体制，防災対策および運転手の行動，判断のアンケー

ト調査を行っている4）．二一5のように運行中止の決

断は，運転手本人および複数の判断によるものが

82．4％を占める．通常の場合，運行中のバスの運行中

止，その他の決断は営業所の運行管理者の指示に従わ

ねばならない．その場合の連絡手段は電話回線が一般

的である．当日は電話の輻較で営業所との連絡が取れ

なかったために，実質的には運転手独自の決断によら

ざるを得なかった．乗客の避難誘導の決断も運転手に

よるところが大であった．

いたか」を調べた結果を表一7に示す．「知っていた」

は17．3％で大部分の運転手および乗客は状況判断がで

きなかったといえる．「知っていた」場合の入手経路

を調べたところ，「ラジオ」がトップで，次いで「自

分の判断」である．少数であるが「運行中のタクシー

の運転手から」というのも含まれている．このように，

専用の通信手段をもつタクシーと異なって，路線バス

は災害時にはマイカーと同様に孤立してしまうことが

立証された．災害時に孤立したバスにおいて，、人的被

表一8　今回の災害でバスによる人的被害がなかった
　　　理由は何だと考えますか
　　　　　　　　　　（島回忌数211複数回答あり）

1．バスは自動車よりも車高が高くて安全である

2．運転手に土地勘があった

3．運転手の的確な状況判断によった

4．たまたま偶然の結果に過ぎない

5．諌早水害の教訓

49，8％

16．6％

44，5％

13．7％

0．5％

害がなかった理由について運転手に尋ねた結果を表一

8に示す．「バスは自動車よりも車高が高くて安全で

ある」49．8％という物理的理由の他に，「運転手の的

確な判断によった」44．5％をあげた運転手が多い．

　このような事実から，異常気象時のバスの運行中止
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表一9　災害後の防災対策（長崎県営バス）

1．交通局と各営業所の電話を輻輯に強い重要加入

　電話に切替

2．全車両にラジオを設置

3．運行中にバスへの指令の伝達を放送局に依頼

ケースもかなりあった、また，自動車の機能も防水対

策がほとんどなされていないので，冠水による電気系

統の障害などによってエンジン停止が続出して，自動

車は路上に放置された．これらの放置自動車が道路を

塞いで交通混乱を招いたために，車高の高い路線バス

や消防車など通行できるはずの車両も立ち往生した．

また，翌日には道路上や河川敷に流された放置自動車

交通局

運輸課 電話

営業所

（運行管理者）

iバスの発車中止i

　　2）　　　　　1）

放送局　　　　運行中のバス　：運行中止：

運行中のバスへの連絡方法

1）停留所と契約して，どこでバスを止めうと連絡

2）バスの全車両にラジオを設置（水害後），放送局に

連絡を依頼

図一1バスの運行中止命令の流れ（長崎県営バス）

指令の流れにつれて議論がなされた．水害後の新しい

防災対策を長崎県営バスについてまとめてみると，二

一9のようになる．運行中止指令が出された場合，営

業所から発車中止は容易である．しかし運行中のバス

については，運転手から電話連絡がない限り事実上，

連絡がとれない．図一1は長崎県営バスの指令の流れ

である．　1）の方法，つまり「停留所と契約して，ど

こで留める」と連絡を伝える方法は水害以前からあっ

たが，実際問題として豪雨のなかで時間どおりに到着

しなかったバスに伝えることは容易でない．2）の方

法は水害後に実施されたものである．その内容はまず，

路線バスの全車両にラジオを整備し長崎県交通局運輸

課から放送局（NBCラジオ）に運行中止指令の放送

を電話で依頼するシステムである．運転手からの連絡

手段は依然として改善されていない一方通行の情報の

流れであるが，一つの改善とみてよいだろう．

（d門門車

　長崎水害時の自動車の被害は約2万台，自動車運転

中の人的被害は20人にのぼるものと推定されている．

洪水による自動車の被害としては空前の規模であると

ともに，防災上の新しい問題点が提起された．すなわ

ち，豪雨で道路に急激に濁流が押し寄せて川のように

なって，帰宅途申のマイカーが数多く被害を受けた．

ドライバーに豪雨時の自動車の〈運転経験〉，〈予備知

識〉がなかったこともあって，運転中のドライバーは

避難するのがやっとで，自動車に乗ったまま流される

表一10　放置自動車台数

長崎 大浦 二佐 浦上 東長崎 計

路上の放置自動車台数

@　（撤去台数）

724 88 57 118 217 1204

その他（剛1卜空地・

梼ﾔ場等）の流出台数

92 26 11 58 177 364

計 114 68 176 394 1568

が市内の各所で見受けられた．二一10に示した特に路

上の放置自動車が災害復旧の防げになった．このよう

な車水害について今回はじめて詳細な調査がなされた．

車の挙動と水位の関係（二一11），車の修理ランクな

ど機能障害が明確にされた．これより，車は洪水流に

よって，浮いて流されることが判明した．浮いた車は

同一11　水位区分による車の障害

区　　分 内　　　　　容

（1）タイヤ半分（10cm） ブレーキが利きにくくなる

②ドアステップ マフラーからの水の逆流によるエン

Wン内への水の侵入が始まる

（3）ドア上10～20cm

i4）ドア半分

車が浮く

hアが開けにくくなる

ドア半分位の水深では，二一11のように水圧と水流の

ために開けにくくなって，非常に危険な状態になる．

このように，車が流されだしてからの避難は人的被害

に至る可能性が高いといえ，車が流れだす以前の対応

が是非とも必要である．

　この水害の調査および冠水路の走行テストの結果

6）より車の防災対策が明らかにされた．

2．ライフライン

（a）上水道

　長崎市では市街地が山頂まで拓かれているところが

多く，それ以上の高地にタンクを設置し揚水して給水

する必要があるため，長崎市の上水道設備はポンプ場
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28箇所，配水タンク90箇所と点在している．そのため

に，水害による被害も広範囲にわたり，取水施設から

配水施設に至る各施設において，破損，流水，冠水な

ど多くの被害を受け，総被害箇所は266箇所にものぼっ

た．特に八郎細字の東長崎矢上浄水場ではその冠水に

よって浄水機構の中枢である電気，ポンプ，浄水機器

が便用不能となった．矢上地区は，他の水系とネット

ワークになっていなかったこともあって，他の水系か

らの切り替えができずに同地区の復旧には時間を要

し，完全給水は8月9日に開始された1）．また，配水

管につや・ては，水害復旧時その所在がつかめず復旧が

遅れた．

　浄水施設の復旧においては，被害の大きかった矢上

浄水場に対して，水の侵入口に防水板を設置し，出入

口の扉には水圧に耐えるような強度をもたせた．また，

長崎には大きな河川がないために，小河川からの取水

および市外のダムから取水している．したがって，水

道施設は各所に点在している．このために，水系はネッ

トワークとなっている．しかし，綿密なシステムでは

なかった．この水害では管路の被害が少なく，ネット

ワークが維持され，冠水した浄水場の供給区域に他の

浄水場から配水できた．この事実から，孤立した東長

崎地区については，本河内浄水場から送水できるよう

に配水管の総合化を行った．他の浄水場でも水系の交

流化が推進されている．

　配水管については，配水管台帳を作成し，毎年管網

表一12　新しく導入された防災対策

表一13　電力設備の新しい防災対策

ハード面

　　対策

ソフト面

　　対策

1．矢上浄水場における防水板の設置

2．水系のネットワーク化の推進

3．逆止弁，緊急遮断弁の取り付け

4．災害対策本部の組織の充実

5．配水管台帳の作成

賑橋変電所の機器の30cm程度嵩上げ

電柱倒壊対策としての支線の設置

配電線の1ルート1回線化

営業所から送電の遠隔操作できるシステムの導入

ヘリコプターの導入

非常災害情報処理システムの導入

災害対策本部の要員体制の見直し

非常災害訓練の実施

の整備を行っている．また，配水槽，配水池からの配

水管が損傷を受けた場合も考慮し，逆止弁，緊急遮断

弁の取り付けを行った．この他，ゾフト面の対策も立

てられているので，表一12を参照してほしい．

（b）電力設備

　中島川の氾濫による賑橋変電所の冠水，および土石

流による電柱の折損，転倒，流失などによって長崎市

内では最大62．000戸が停電した．

　電力の復旧は迅速で，3日後の26日19時には送電が

完了した．復旧が比較的時間を要した上水道，都市ガ

スに比べて，電力供給支障が市民に与える影響を最小

限にくいとめることができた．復旧において新しく導

入された防災対策を表一13に示す．冠水した賑橋変電

所は市中央部の浜の町一帯の停電の原因となったこと

もあって機器のかさ上げなど中枢を守るための対策を

施工した．また，電柱の倒壊対策として電柱に支線を

つけることの他に，これまで用地事情から1ルートに

2回線設置していたが，これを1ルート1回線で送電

できるように対策が取られている．この他，1本の電

柱に回線が集中しているのを改善し，道路の両側へ回

線を分散させた．また，営業所からの送電のon－offが

可能な遠隔制御システムの導入を5ケ年計画で実施中

である．

　電力は特に照明，動力源，熱源として重要な役割を

果たしているために，大規模な停電は都市機能麻痺の

引き金となる．また，災害復旧には電力の確保が基本

となるために，早急な復旧が必要である．そのため被

害状況を正確かつ迅速に把握できるような対策が導入

された．その1つは非常災害情報処理システムで社内

のコンピューター回線を利用して災害を把握するもの

である．災害が発生した場合，被災現場の20％をサン

プルにとり，巡視することによって全体の程度がどの

程度かを把握する．次いで，そのデータを各営業所の

端末機に入力することによって，供給区域全体の被害

状況を表示するものである．

　このデータに基づき，どこにどれだけの職員の動員

が必要かを明らかにする．いま1つのヘリコプターの

導入は被害の実態を早期につかむのはもちろんである

が，道路寸断で孤立した地域への資材運搬を兼ねてい

る．長崎水害の折りには，ヘリコプターをチャーター

し，資材運般に役立ったことが，評価されたためであ

る．

　なお，5月～6月半かけて，配電線が70％被害を受

ける大規模な災害を想定し，県下一斉に大がかりな防

災訓練を実施している．
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（c）都市ガス

　都市ガスの被害では，長崎市南部方面の中島川水系

に架る橋梁群（主として石橋）添架管の被害が多く発

生した．被災箇所が住宅密集地であったために，二次

災害の防止から止むを得ず供給停止になった．時津町，

八千代町の両ガス工場には被害がなく，九州電力との

特別ラインを備えていたため，停電はなく工場でガス

を製造することができた．北部地区にはガスを供給し

ながら，応急措置を急いだ．南部地区は復旧作業量が

多すぎるので一気に復旧させることは困難であること

が判明した．被害地区を6ブロックに分割して，他の

都市のガス業者の応援を得て，中圧管のガス漏れの

チェック，採水作業，低圧管の調査といったおもな3

つの作業を行った．この水害では，中島川，浦上川の氾

濫によって橋梁が流失したために橋梁に添加されてい

たガス管が流失，折損の被害を受けたことが，ガスに

とって重大な被害となった．そこでガス会社では，水

害後，河川横断管の設置基準の見直しを図っている7）．

河川を横断するガス管の優先設置順位およびやむを得

二一14　ガス管の優先設置順位

1．河川低下

2．独立管橋

3．、橋梁添架（下流）

二一15　ガス管を添加する場合の橋梁構造の優先順位

ステムを導入した．状況に応じて必要な確保人員のレ

ベルを設けること，このシステムで1回の通話で必要

な数の人員を確保できるまで，次々と自動的に回線を

つなぐことができる．

　なお，ガス会社ではその安全なガスの供給が使命で

表一17　ガス供給における将来の対策

ハード面

　　対策

ソフト面

　　対策

11．鉄筋コンクリート造

2．鉄骨造

注）本造または石造の橋梁には添架しない

表一16　ガス管復旧過程における防災対策

1．ガス管の種類を鋳鉄管から鋼管へ変更

2．河川沿いの道路には状況に応じ溶接鋼管を施設

3．河川両岸には遮断バルブを流失の恐れのない場所に設置

4．ケース管を用い全面二重管とする

5．橋梁添架をできるだけ避け，配管ルートを変更

ず橋梁添加する場合の橋梁の優先順位を表一14および

15に示す．また，河川横断管については，表一16に示

すような防災対策を加味し復旧している．ソフト面に

おいては，水害時の職員の呼び出し体制において，旧

体制では何人確保できるかが把握できずに対応が遅れ

た．このため，人員の確保を早く確実にするため，ヤ

マコールと呼ばれる専用回線を使った職員動員体制シ

水害対策ブロックの設定

水取器の設置

取水ポンプの開発

ガスメーターコックの屋外設置

電算機を利用した需要家情報システムと

リンクした導管情報の開発

あるために，防災対策は最も重要である（表一17）．

現在，電算機による導管維持管理システムを開発中で

ある．これは，現在までガス漏れを検知するための特

別のシステムがなく，市民からの通報に頼っていたが，

災害時において導管ナンバーを指定すると供給停止需

要家名がアウトプットされ，正確かつ円滑な開閉作業

を行うことができるものである．また，ガスの配管は

ネットワークになっているが，細かな地区割の制御が

可能なガス栓の配置にはなっていない．このため，水

害時の復旧では全市内を対象に復旧していかなければ

ならなかった．これを教訓として，河川を境にして市

内を大きく10ブロック（3000戸程度）に分割し，ブロッ

クごとに供給できる「地震対策バルブ」の設置作業を

実施中である。その際，河川を横断する主要な導管の

両端にバルブを設置した、

　現在，ドライガス化が進むなかで，導管理上から水

取器廃止の方向が一般化しているが，災害復旧の経験

からその必要性が大であった．今回の災害において復

旧が早期に完了できたのも各所に水取器が取り付けら

れていたために，排水作業がスムーズにいったからで

ある．

　また，水害時には道路の寸断などによる不通によっ

て，ポンプが現場に運べなかった．このために，可搬

式の小型採水ポンプを開発中である．また，閉栓業務

も円滑に行うため，コックが屋内についているものに

ついては，屋外から遮断できるコック取り付けを順次

行っている．

3．通信施設

　災害時の非常事態が発生した場合，電話は人々の安

否の確認，連絡または災害の通報，救助の依頼などの
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情報伝達の手段として最も重要な施設である．そのた

め，市内の幹線はほとんど地下ケーブルで埋設され，

ネットワークを形成している．つまり，道路の崩壊，

流失によってケーブルが切断されても即電話が不通に

なることはない．しかし，この水害では，電話機の冠

水による故障（8085台），電話交換機の容量オーバー，

電柱の倒壊（421本），停電によってその機能が低下す

ることになった．電話機が冠水した場合，交換機は受

話機がはずれたと解釈し，通話待ちの状態になる．こ

れは電話機の輻較の1つの原因となる．このために水

害後，梅雨時期には，河川氾濫による浸水の危険があ

る場合の地域のユーザーをリストアップして電話機を

かさ上げするなどの防災対策を指導している．この他，

表一18通信施設のおもな防災対策

設備名 被害状況 本復旧

線路設備 電柱折損，ケーブル切断

ｴ梁流失による
Pーブル切損

地下ケーブル

ｹ路の山側のルート変更

ｴ梁添架とせず
ｼのルート

交換設備 冠水 200cm嵩上げ

電力設備 停電による不通 蓄電池の容量増，

ｭ電機の設置

局舎 冠水 防水板，防水壁の設置

十一18に示すように電柱の折損，ケーブルの切断など

で被害を受けた線路設備は地下ケーブルに変更（長崎

一大瀬戸間），ルートの変更，橋梁添架とせず，他のルー

トへ変更などによって対応した．また，冠水した電話

局では交換機のかさ上げ，局舎，交換局の屋内侵水対

策として，防水板，防水壁などの施工している。

　停電の時間が長くなった矢上地区や茂木地区では，

蓄電池の容量不足から一時電話が不通となった．この

ために電力設備については，長時間停電対策として，

蓄電池の容量が36時間以下である局を対象に，36時間

へ容量を増加した．この他，表一19に電力設備の防災

対策を示す．災害による停電を考慮して，電力の確保

に力を入れている．

4．建物付属設備

　中高層化した建物においては，その地下階に電気設

備，空調設備および防災設備を備えることが常識と

なっている．火災や地震によって建物に防災設備が導

入され，完備している．しかし，現在の建物も防水対

策まで考慮に入れたところは少ない．長崎豪雨の際，

長崎市中央部を流れる中島川などの氾濫によって建物

の中枢ともいうべき建物付属設備が冠水被害を受け

た．この建物付属設備の水害による被害は今回はじめ

て生じた事例で，都市水害を考えるうえで重要な問題

を含んでいる．この水害による建物付属設備の被害の

実態，復旧および水害後に導入された防水対策を41件

の建物に対するアンケート調査によって明らかになつ

表一20　地下室の用途 （有回答数41）

表一19　電力設備の防災対策

施設名 件数 施設名 件数

電気設備 36 エレベーター 19

防災設備 25 店舗 1i

空調設備 32 倉庫 17

機械・ボイラー 25 駐車場 8

医療設備 2 その他 4

排水ポンプ 36

表一21冠水に対して，特に弱かった施設は
　　　　　　　　　　　　　　　　　（有回答数30）

1．電気機器（モーター，リレー）

2．配電盤，受電盤

3．ガラス，シャッター

4．コンピューター回線

設　備　名

無人局24局

東長崎局

無人局7局

長崎局

対

16（30）

15（29）

6（30）

3（3）

策

蓄電池の18時間から36時間へ増加

150KVAの発電機を設置

可搬型ディーゼル発電機を設置

150KVAの移動電源車を配備

（）の数字は該当数

たことを述べる7）．地下階の用途は表一20か年おりで，

電気，空調および排水設備をおいた建物が多い．41件

の建物にうち，70．8％が2．Om以上の水没に近い侵水

を受けた．冠水が10cm程度で被害をほとんど受けな

かった建物はわずか2件にすぎない．表一21は特に冠

水に弱かった機器名を挙げたもので，特に電気系統（リ

レー，メーター，モーターなど）が多い．復旧におい

ても電気設備が使用不能で，取り替えの割合が高い．

これに対して，機械系統は分解，水洗い，乾燥によっ
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表一22　復旧に時間がかかった設備　　（有回答数30）

1．配電盤，受電盤

2．自家発電機，冷凍機

3．エレベーター

4．配管ダクト，貯水タンク

15（30）

16（25）

9（19）

7（15）

（）の数字は該当数

表一23　地下階はいつ頃完全復旧しましたか
　　　　　　　　　　　　　　　　　（有回答数37）

1．1週間以内

2．2週間以内

3．1ヶ月以内

4．2ヶ月以内

5．4ケ月以内

6．4ヶ月以上

21．6％

5．4％

29．8％

8．1％

21．6％

13．5％

て再利用できた部分が多い．表一22に復旧に時間を要

した設備名を示す．ここでも電気系統が復旧のネック

となっている．二一23に示すように復旧までにがかっ

た時間を調べてみると復旧までに1ケ月程度かかった

建物が77％を占める．4ケ月以上35．1％，それ以上

13．5％を要している。このように，建物付属設備の復

旧には時間を要するのでその結果，業務再開も遅れる

ことになる．したがって休業による間接被害も大きく

なる特徴をもつ．

ともあって，防災意識が高まったことを反映している．

新しく導入された防水対策の具体的内容を表一25に示

す．地下階にあった設備のうち，主として受配電設備

を「建物上層階へ分散もしくは全部移転したこと」を

除けば地下階に建物付属設備を配置したまま防水対策

を考えている．防水対策は地下階への水の侵入口をな

くすもので，具体的には水の侵入口（玄関，地下のス

ロープに防水板を設置し，ドアを防水扉にし，ドライ

エリア側に防水壁の施工およびかさ上げをするもので

ある．この防水板，防水扉はすでに異常潮位対策用防

潮用としてアルミサッシ業者によって商品化されてい

るものを転用したものである。また，万一，地下階へ

潜水した場合でも，ある程度対応できるように排水ポ

ンプを増設している．防水対策の取り組みを業種別に

調べると銀行，病院のように業務がほとんど電化して

いるところでは新たな防水対策を導入した割合が高

い．なお，水に弱い電気設備を地下階へ移転できない

表一24　水害後の本復旧について

表一26電気設備を地上階へ移転できない理由
　　　　　　　　　　（有回答数25　複数回答有り）

1．場所が確保できない

2．多額の費用がかかる

3．設備の重量および建物の構造上の問題

4．振動，騒音の問題（病院）

64。0％

56．0％

8．0％

8．0％

（有回答数39）

41．0％

59．0％

表一27　水害後，新たに設備に保険を掛けていますか
　　　　　　　　　　　　　　　　　（有回答数39）

1．現状復旧

2．現状復旧後，新たな防水対策導入

1．掛けている

2。i掛けていない

25．6％

74．4％

表一25　水害後，新しく導入した防水対策

　　　　　　　　　　（有回答数23　複数回答有り）

1．排水ポンプの増設

2．地下設備の上層階への分散

3．防水板の導入

4．水密性扉の導入

5．防水壁の施工，およびかさ上げ

6．その他

26．1％

30．4％

47．8％

21．7％

26．0％

8．6％

　本復旧にあたっては，表一24に示すように半数以上

の57％が現状復旧にとどまらず新たな防水対策を導入

している．水害による直接，間接被害が大きかったこ

理由を尋ねた結果を三一26に示す．重量が大きく，し

かも騒音の問題がある設備を地上階に移転することは

「場所の確保」，「工事費の問題」などから無理のよう

である．このことは建物の計画段階から検討すべきこ

とを示唆するものである．なお，水害後各種の防災対

策を導入しているが抜本的な対策を取り入れた建物は

少ない．このために設備に風水害特約つきの保険を掛

けることが見直され，25．6％が加入している．

5．まとめ

　長崎市には，近年洪水による被害がなかったことも

あって都市施設に水防災がなされていなかった．自動

化された現代の都市施設のもつ脆さがはからずも現わ

れたといえるであろう．

　水害を経験して，冠水，流失に対応できるような
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ハード面の防災対策および1青報収集，伝達，職員の動

員体制などソフト面についてもいくつかの改善が見受

けられた．電力施設，都市ガスなどのライフラインに

はその復旧に進歩が見受けられるが，一般には，対症

療法的な側面が強い．現在進行中の道路，河川および

ダムの改修にまっところも大きい．また，被災を想定

した都市施設全体の評価しておくことが，あいろをつ

くらない街造りの基本である．これらについての検討

も大切である，

　本調査にあたっては，数多くの機関の担当者の協力

を得たことを付記する．特に，東京大学工学部高橋裕

教授には，有益な助言を頂いたことを感謝いたします．

また，本調査を行うにあたり，昭和57，58，59，60年

度の文部省の自然災害科学特別研究科学研究費，昭和

59年度の国際交通安全学会研究助成金，ならびに日本

損害保険協会リスク管理部の調査費を使用したことを

付記する．
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